
徳島東部都市計画地区計画の決定 

（小松島市決定） 

 

 都市計画立江・大林地区地区計画を次のように決定する。 

名 称 立江・大林地区地区計画 

位 置 小松島市立江町字青森、大林町字森ノ本の各一部 

面 積 約３.６ha 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

地区計画の目標  本地区は、本市中心部から南東約４ｋｍに位置し、北側は国道５５号、

西側は主要地方道阿南小松島線に接する市街化調整区域であり、本地区に

接する国道５５号の北側には市街化区域が広がっている。 

本地区周辺では、国道５５号や県道大林津乃峰線等の幹線道路沿線の立

地条件を活かして、既に小規模な店舗や沿道サービス施設などの個別開発

が積み重なることで、郊外での無秩序な街区形成による低密度な市街地の

拡大が進行しつつある。 

 一方、本地区の南には既存住宅が隣接するとともに、その後背地には農

地が広がっており、既存の住環境との調和や農地・自然環境の保全が求め

られる。また、本地区は、洪水等の浸水想定区域に指定されていることか

ら、地域の防災力向上が求められている。 

 このような状況を踏まえ、小松島市都市計画マスタープランでは、国道

５５号等の幹線道路沿線を「郊外計画的土地利用ゾーン」に位置づけ、農

業的土地利用について調整の上、地区計画等の活用により、地域の利便性

向上や産業の活性化を図り、合わせて災害時避難施設等を適切に配置する

ことで、計画的で秩序ある安全・安心な土地利用を図ることとしている。 

また、本地区周辺には、市立体育館等の公共施設のほか、店舗や事業所、

病院等が集積し、令和１５年度には、新小松島南小学校（仮称）の開校が

計画されていることから、小松島市都市計画マスタープランでは、国道５

５号の後背地にあたる新開小学校周辺の区域および JR 阿波赤石駅周辺、

国道５５号沿線などを、「都市的土地利用の可能性を検討するゾーン」と

位置づけ、無秩序な開発を抑制するとともに、周辺農地や自然環境との調

和を図るため、市街化区域への編入も含めた都市的土地利用の可能性につ

いて検討することとしている。 

 このことから、地区計画を策定し、適正な土地利用の整序を図り、計画

的に商業施設等を誘導することを目標とする。 

 

土地利用の方針  本地区周辺の農業や自然環境、住環境との健全な調和を図ることを基本

としながら、緑地や排水施設などを整備し、また、近接する市街化区域と

の連続性を考慮し、幹線道路沿線では、効率的な都市活動や安全性・利便

性の高い生活環境の確保を図る。 
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地区施設の整備

方針 

 本地区は、国道５５号、主要地方道阿南小松島線に接しており、沿道に

おいて生ずる交通需要及び車両の沿道への出入りを確保し、交通流の障害

の発生をできるだけ少なくする施設整備とする。 

 排水施設は、降水量、区域の規模、形状、周辺状況、土地の地形及び地

盤の形質、建築物の用途及び規模等を勘案して区域内の下水を適切に排出

できるとともに、区域及びその周辺の地域に影響を及ぼさない施設整備を

図る。 

 区域及びその周辺の地域における環境を保全するため、緑地帯を配置す

るなど小松島市緑の基本計画に基づき、開発許可における緑地の設置基準

で示されている広さを超える緑地を確保する。 

建築物等の整備

方針 

 本地区の周辺は、良好な田園風景や住宅地が形成されており、適正かつ

合理的な土地利用を図りつつ、良好な街並み、景観を確保するととともに、

地域の防災力向上のため、建築物等の整備方針を以下のように定める。 

１．建築物の用途の制限及び建築物の建蔽率の最高限度を定める。 

２．建築物の敷地面積の最低限度及び壁面の位置の制限を定める。 

３．建築物の高さの最高限度を定める。 

４．建築物等の形態又は意匠の制限及びかき又はさくの構造の制限を定

める。 

５．洪水、高潮等災害時に一時避難が可能となる施設の整備を図る。 

 

  



地
区
整
備
計
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地区施設の 

配置および 

規模 

種類 名称 面積 

雨水貯留施

設 

 

地区施設 調整池１号 

地区施設 調整池２号 

地区施設 調整池３号 

約   ６２０㎡ 

約 １，７５０㎡ 

約   １７０㎡ 

緑地 地区施設 緑地１号 約  １，１５０㎡ 

地区施設 緑地２号 約     ３５０㎡ 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

事
項 

地区の面積 約３.０ha 

 

建築物等の用途の制

限 

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 

・建築基準法別表第２（へ）項に掲げる建築物  

・ボーリング場、スケート場、水泳場及び建築基準法施行令第１

３０条の６の２に定める運動施設でその用途に供する部分の

床面積の合計が、３,０００㎡を超えるもの 

・マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外

車券売場その他これらに類するもの 

・カラオケボックスその他これに類するもの 

 

建築物の建蔽率 １０分の６ 

 

建築物の敷地面積の

最低限度 

１，０００㎡ 

ただし、店舗・飲食店については、１６５㎡ 

 

壁面の位置の制限  建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から国道や主要地方

道、市道の境界線までの距離及び隣地境界線までの距離は１ｍ

以上でなければならない。 

  

建築物の高さの最高

限度 

 建築物の高さは１２ｍを超えてはならない。 

  
建築物等の形態又は

意匠の制限 

 建築物の屋根、外壁および屋外広告物は、周辺の景観に配慮し

たものとする。 

 建築物の外壁の色は、視覚的に安らぎと親しみやすさを演出

するための落ち着いた色調とする。 

  

かき又はさくの構造

の制限 

 道路境界線に面して、かき又はさくを設置する場合は、周辺の

環境や景観に調和した構造とする。 

  

その他留意事項 本地区は、想定最大規模降雨を対象とした徳島県洪水浸水想定

（平成３０年５月２９日県公表）における洪水浸水区域および

徳島県高潮浸水想定（令和２年１月２８日公表）における高潮浸

水区域に指定されていることから、大規模な建築物（建築面積は

２，０００㎡以上）を建築する場合は、災害時に一時避難が可能

となる施設を整備する。 



 

 

適用の除外  次の各号に該当する場合は、適用を除外する。 

１．地区計画決定の際に存する建築物、工作物およびこれらの

増築にかかるもの。 

２．市長が公共公益その他やむを得ない事情があると認めた場

合。 

 （備考）「区域および地区整備計画区域は計画図表示のとおり」 

 

理 由 

 本地区では、後背地に広がる農用地や住宅地との調和を保ちながら、幹線道路沿道という立地条件

を活かした計画的な商業・沿道サービス施設の誘導を行い、適正な土地利用の整序および地域の利便

性向上を図るために、地区計画を決定する。 
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